
【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源分） 232,226 千円

【歳出】 地方消費税（社会保障財源分）が充てられた社会保障施策に要する経費 2,547,209 千円

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源分） その他

障害者福祉事業 549,833 269,009 135,757 0 25,029 120,038
高齢者福祉事業 9,637 0 0 2,194 1,284 6,159
児童福祉事業 601,633 229,233 116,503 111,408 24,930 119,559

小計 1,161,103 498,242 252,260 113,602 51,243 245,756
国民健康保険事業 323,736 34,918 116,180 0 29,786 142,852
介護保険事業 330,271 2,203 1,102 0 56,413 270,553
後期高齢者医療事業 384,337 0 50,526 30 57,589 276,192

小計 1,038,344 37,121 167,808 30 143,788 689,597
健康増進事業 1 0 0 0 0 1
母子保健事業 23,687 1,715 809 0 3,652 17,511
医療費助成事業 324,074 33,619 95,854 191 33,543 160,867

小計 347,762 35,334 96,663 191 37,195 178,379
2,547,209 570,697 516,731 113,823 232,226 1,113,732

　＊各事業の地方消費税交付金（社会保障財源分）充当額は、各事業の一般財源額で按分しています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について

　平成26年度4月1日より消費税率(国・地方)が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の
増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成29年度播磨町普通会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

分類 事業名

平成29年度
決算額

（扶助費※・
繰出金のみ）

※現金給付を除く

財源内訳
特定財源 一般財源


